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19春闘回答集計＝定昇割れ、低額の抑え込みに！

小
林
勝

条
裁
判
不
当
判
決

20

真
実
か
ら
目
を
反
ら
す
全
面
棄
却

く
が
非
常
勤
講
師
で
あ
り
、
こ

の
異
常
な
待
遇
格
差
が
蔓
延
し

て
い
る
。
た
だ
非
常
勤
講
師
の

場
合
、
コ
マ
数
が
少
な
い
ケ
ー

ス
が
多
く
裁
判
な
ど
で
闘
い
づ

ら
い
こ
と
が
あ
っ
た
。

原
告
側
は
控
訴
す
る
方
針
で

非
常
勤
講
師
の
格
差
問
題
を
め

ぐ
る
裁
判
の
攻
防
は
東
京
高
裁

に
移
る
。
「
小
林
勝

条
裁
判

20

を
支
援
す
る
会
」
の
定
期
総
会

が
６
月

日

時

分
に
開
か

21

18

30

れ
る
。
場
所
＝
千
代
田
区
神
保

町
区
民
館
３
階
Ａ
室
。

５
月

日
、
中
央
学
院
大
学

30

の
非
常
勤
講
師
と
し
て

数
年

20

働
い
て
き
た
小
林
勝
さ
ん
が
、

専
任
教
員
と
の
格
差
是
正
を
も

と
め
た
裁
判
の
判
決
が
東
京
地

裁
で
あ
っ
た
。
判
決
は
原
告
の

訴
え
を
全
面
棄
却
す
る
不
当
判

決
だ
っ
た
。
江
原
健
志
裁
判
長

は
判
決
理
由
と
し
て
、「
専
任
教

員
と
非
常
勤
講
師
は
職
務
内
容

と
責
任
が
ち
が
う
か
ら
不
合
理

な
格
差
に
あ
た
ら
な
い
」
と

し
た
。
弁
護
側
は
仕
事
内
容

の
実
態
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら

な
い
こ
と
な
ど
の
事
実
を
積

み
重
ね
て
き
た
が
、
ま
っ
た

く
形
式
的
に
切
り
捨
て
た
内

容
だ
っ
た
。
判
決
を
受
け
て
、

小
林
さ
ん
は
「
こ
れ
で
は
非

常
勤
講
師
の
待
遇
改
善
は
絶

対
に
す
す
ま
な
い
」
と
司
法

を
批
判
し
た
。

日
通

条
裁
判
（
雇
い
止
め
）

18
日
通
の
徹
底
抗
戦
に
も
負
け
な
い

６
月
３
日
、
東
京
地
裁(

伊
藤

由
紀
子
裁
判
長)

で
「
日
通
の
労

契
法

条
違
反
、
無
期
転
換
逃

18

れ
」
の
７
回
目
の
公
判
が
開
か

れ
た
。
公
判
前
の
裁
判
所
前
で

は
、「
公
正
な
判
決
を
求
め
る
」

集
会
が
開
か
れ
た
。

人
余
り

50

が
集
ま
り
街
宣
と
チ
ラ
シ
を
配

布
し
た
。
裁
判
長
が
変
わ
り

「
和
解
は
な
い
」
の
姿
勢
が

見
え
隠
れ
す
る
。

こ
れ
ま
で
、
「
労
使
協
定
書

は
な
い
」
と
突
っ
ぱ
ね
て
い

た
日
通
は
、
一
転
し
て
「
労

使
協
定
書
」
は
あ
る
と
態
度

を
変
え
た
。
ど
う
で
あ
れ
雇

い
止
め
は
変
わ
ら
な
い
。

判
決

を
迎

え
た

日
、

30

開
廷
前
の
東

京
地

裁
前
に

は
、
支
援
者

が

集
ま
り
、

「
裁
判

所
の

公
正
な
判
断
」

を

求
め
る
コ

ー
ル
を

発
し

た
。中

央
学
院

大
学
の

専
任

教
員
は

人
64

で
非

常
勤
講

師
は
１
１
６
。

今

、
首
都
圏

の
大

学
を
み

て
も
半
数
近

裁
判
の
閉
廷
後
は
、

隣
接
の
日
比
谷
図
書
館

に
移
動
し
て
報
告
集
会

を
開
い
た
。
「
被
告
の

日
通
は
、
決
し
て
雇
い

止
め
を
撤
回
す
る
考
え

は
な
い
」
、
当
該
の
ユ

ニ
オ
ン
と
共
に
、
よ
り

強
い
支
援
を
広
げ
、
裁

判
闘
争
と
団
交
を
強
い

意
志
で
臨
ん
で
い
く

と
、
支
援
者
と
共
に
確

認
を
し
た
。



相
鉄
裁
判
（
バ
ス
部
門
の
分
社

化
に
伴
い
出
向
協
定
を
無
視
し
て

転
籍
に
。
従
わ
な
い
者
は
追
い
出

し
部
屋
に
追
放
し
た
事
件
。
一
審

は
敗
訴
、
神
奈
川
労
働
委
員
会
は

会
社
の
不
当
労
働
行
為
を
認
め

る
）
は
、
二
審
（
東
京
高
裁
）
に

移
り
１
年
あ
ま
り
を
迎
え
た
。
高

裁
に
移
り
１
年
を
過
ぎ
る
こ
と

は
、
そ
れ
だ
け
一
審
（
横
浜
地
裁
）

判
決
を
見
直
す
動
き
も
あ
る
。
６

月
４
日

時
か
ら
東
京
高
裁
で
傍

15

聴
席
を
埋
め
て
公
判
が
開
か
れ

た
。
今
回
の
公
判
は
、
次
回
の
証

人
尋
問
を
控
え
て
、
進
行
協
議
の

年
大
晦
日
の
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
１

10
６
５
名
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
と
客
室

乗
務
員
の
整
理
解
雇
は
、
経
営

破
綻
に
乗
じ
て
、
も
の
言
う
労

働
者
を
排
除
し
、
原
則
的
な
活

動
を
行
っ
て
い
た
組
合
を
潰
す

目
的
で
行
わ
れ
た
不
当
な
解
雇

だ
っ
た
。
解
雇
に
至
る
過
程
で

Ｊ
Ａ
Ｌ
が
労
働
組
合
の
ス
ト
ラ

イ
キ
権
に
介
入
し
た
行
為
が
、

年
９
月
最
高
裁
で
不
当
労

16働
行
為
で
あ
る
と
断
罪
さ

れ
、
こ
の
解
雇
が
違
法
な
手

続
き
に
よ
る
不
当
な
解
雇
だ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
闘
争
団
は
解
雇
問
題
解

決
を
求
め
て
き
た
が
、

年
18

５
月

日
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
は

年

14

20

就
航
の
格
安
航
空
会
社
設
立

に
伴
い
解
雇
問
題
解
決
に
向

け
て
協
議
を
行
う
と
発
言
し

た
。
今
ま
で
に

回
の
協
議

10

が
行
わ
れ
た
が
、
会
社
の
対

応
は
経
験
者
の
再
雇
用
募
集

や
新
会
社
の
募
集
へ
の
応
募

で
あ
り
、
「
被
解
雇
者
の
優

先
的
雇
用
は
し
な
い
」
「
解

決
金
の
支
払
い
に
応
じ
る
考

え
に
は
な
い
」
と
い
う
も
の
。

こ
れ
で
は
解
決
に
な
ら
な

い
。

早
期
の
解
雇
争
議
解
決
め
ざ
し
て

日
本
航
空
本
社
大
包
囲
行
動
に
６
０
０
人

相
鉄
事
件
（
追
い
出
し
部
屋
）
東
京
高
裁

次
回
公
判
、
会
社
の
ウ
ソ
を
暴
く
天
王
山

日
本
航
空
の
早
期
解
決
を

目
指
し
、
５
月

日
に
山
梨

20

県
甲
府
駅
前
を
ス
タ
ー
ト
し

た
「
関
東
キ
ャ
ラ
バ
ン
」
は
、

山
梨
↓
茨
城
↓
栃
木
↓
群
馬

↓
千
葉
↓
埼
玉
↓
神
奈
川
↓

東
京
（
Ｊ
Ａ
Ｌ
本
社
）
の
行

程
で
、

日
に
東
京
Ｊ
Ａ
Ｌ

30

本
社
に
着
い
た
。
Ｊ
Ａ
Ｌ
本

社
間
に
は
。
６
０
０
人
の
支

援
者
た
ち
が
出
迎
え
、
Ｊ
Ａ

Ｌ
本
社
に
向
か
い
「
早
期
の

争
議
解
決
で
、
全
員
を
職
場

に
戻
せ
」
と
コ
ー
ル
を
し
た
。

６
月

日
か
ら
は
、
、
Ｊ
Ａ

10

Ｌ
本
社
前
で
連
日
（

日
ま

14

で
）
座
り
込
み
行
動
を
し
た
。

日
に
は
Ｊ
Ａ
Ｌ
株
主
総
会

18が
開
か
れ
る
。

確
認
を
し
た
。
強
制
異
動
「
追

い
出
し
部
屋
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、

「
強
制
で
は
な
い
」
と
繰
り
返

し
、
会
社
は
反
論
し
て
き
た
。

「
こ
れ
ま
で
も
本
人
同
意
で
異

動
は
あ
っ
た
」
。
そ
の
内
訳
を

聞
く
と
「
過
去

年
で

件
あ

50

40

っ
た
」
平
均
す
る
と
年
８
件
で

病
気
な
ど
の
本
人
同
意
も
含
め

て
い
る
。
今
回
の
よ
う
に
組
合

と
組
合
員
を
裏
切
る
強
制
異
動

は
初
め
て
だ
。

次
回
の
証
人
尋
問
は
、
原
告

側
青
木
書
記
長
、
被
告
側
、
元

人
事
部
課
長
が
、
出
向

協
議
を
め
ぐ
っ
て
、「
出

向
は
生
涯
に
わ
た
っ
て

変
更
は
な
い
も
の
」
と

労
使
で
約
束
し
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
か
が
、

争
点
に
な
る
。
被
告
の

会
社
側
は
ウ
ソ
を
言
っ

て
い
る
。
原
告
側
が
「
会

社
の
ウ
ソ
」
を
暴
く
天

王
山
と
な
る
証
人
尋

問
。
傍
聴
者
で
裁
判
所

を
埋
め
た
い
。

Ｇ
Ｄ
Ｐ
１
月
～
３
月
期
２
・
２
％

内
閣
府
が
発
表
し
た
Ｇ
Ｄ

Ｐ
１
月
～
３
月
期
は
年
率
換

算
で
２
・
２
％
（
速
報
値
２

・
１
％
）
に
な
っ
た
。
プ
ラ

ス
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
消

費
の

％
を
占
め
る
個
人
消

60

費
は
マ
イ
ナ
ス
０
・
１
％
で

冷
こ
ん
だ
ま
ま
だ
。
一
方
で
、

１
～
３
月

期
の
法
人

経
常
利
益

（

兆
円
）

22
は
過
去
最

高
を
記
録

し
た
。
大

企
業
だ
け

が
利
益
を

上
げ
て
い

る
。


